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総務文教常任委員会 
                   平成２４年１２月１７日（月）午前１０時～ 
                 第３委員会室                                                                                                               

１ 開議 

 

２ 事務局日程説明 

 

３ 請願審査 

（１）受理番号５番 関西電力大飯原子力発電所再稼働の撤回を求める請願 

             ＜討論～採決＞ 

（２）受理番号６番 子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 

               ＜討論～採決＞ 

 （３）受理番号８番 亀岡市放課後児童会の環境改善についての請願 

               ＜討論～採択＞ 

４ 議案審査 

議会事務局  
  （１）第１号議案 平成２４年度亀岡市一般会計補正予算（第６号）所管分 
             ＜説明～質疑＞ 
政策推進室  
  （１）第１号議案 平成２４年度亀岡市一般会計補正予算（第６号）所管分 
             ＜説明～質疑＞ 
企画管理部  
 （１）第１号議案 平成２４年度亀岡市一般会計補正予算（第６号）所管分 
            ＜説明～質疑＞ 
 （２）第２８号議案 京都中部広域市町村圏協議会の廃止について 
            ＜説明～質疑＞ 

生涯学習部  
 （１）第１号議案 平成２４年度亀岡市一般会計補正予算（第６号）所管分 
            ＜説明～質疑＞ 

  （２）第９号議案 ガレリアかめおか条例の一部を改正する条例の制定について 
             ＜説明～質疑＞ 
  （３）第１０号議案 亀岡市営篠共同浴場条例を廃止する条例の制定について 
  （４）第１１号議案 亀岡市営篠共同浴場基金条例を廃止する条例の制定につい 
            て 
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             ＜説明～質疑＞ 
  （５）第１８号議案 ガレリアかめおかに係る指定管理者の指定について 
             ＜説明～質疑＞ 
総務部  
 （１）報告第１号 平成２４年度亀岡市一般会計補正予算（第５号）所管分 
            ＜説明～質疑＞ 

（２）第１号議案 平成２４年度亀岡市一般会計補正予算（第６号）所管分 
            ＜説明～質疑＞ 
 （３）第８号議案 平成２４年度亀岡市神前財産区特別会計補正予算（第１号） 
            ＜説明～質疑＞ 

  （４）第１９号議案 亀岡市薭田野生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 
  （５）第２０号議案 亀岡市大井生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 
  （６）第２１号議案 亀岡市西別院生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 
  （７）第２２号議案 亀岡市河原林生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 
             ＜説明～質疑＞ 
 
教育部  
 （１）第１号議案 平成２４年度亀岡市一般会計補正予算（第６号）所管分 
            ＜説明～質疑＞ 

５ 討論～採決 
 

６ 陳情・要望 

   （１）地球社会建設決議に関する陳情書 

   （２）市篠共同浴場廃止に反対する陳情書 

   （３）外国資本による土地買収を制限する法整備を求める意見書決議の要望書 

      （６月定例会継続分） 

７ その他 

     （１）請願の連合審査について 

   （２）議会報告会で出された意見・要望について 

   （３）議会だよりの掲載内容について 

   （４）次回の月例会の日程・内容について 

         １月２８日（月）午前１０時～ 

       ・公契約条例制定に向けての取り組み状況 

       ・暴力団排除条例施行に伴う他の条例改正について 





































































外国資本による土地買収を制限する法整備を求める 
意見書決議の要望書について 

 
○去る 6 月定例会時総務文教常任委員会で検討した際に出された意見 
 ・日本国土を食い荒らされる危険性を感じている。要望内容を取り上げたい。 
 ・慎重に取り扱ってほしい。 
 ・他市の状況を参考に検討し、時間をかけて議員間討議を。 
 ・反対に日本が他国に対してどうしているか調べてみては。 
 ・時間をかけて検討しては。  
 ・日本人は領土に寛容すぎる。どこかで意思表示を。 
 ・あまりに行き過ぎた外国資本による買収はいかがなものか。 
 
○結果 
 ・慎重に議論を重ねて、深めていく。 
 
○要望書（郵送）の差出人等 
 ・京都府亀岡市在住 近藤 明 
 ・平成 24 年 4 月 6 日、郵送されてきたもの 
 ・同内容の文面は、インターネット上の個人のサイトに貼り付けられており、

コピー可とし、各地の自治体へ送付するよう広く呼びかけられている。 
 
○意見書可決した自治体（文面では 15 の自治体と記されている。） 
 インターネットで検索 （Ｈ２２年～Ｈ２４年） 
  静岡県議会、東京都議会、埼玉県議会、鳥取県議会、兵庫県議会、宮城県

議会、熊本県議会、北海道議会、徳島県議会、名古屋市会、千葉市議会、新

潟市議会、兵庫県養父市議会、徳島県阿南市議会 
   

【外国人土地法】大正１４年４月１日法律第４２号、大正１５年１１月１０

日施行。法務省所管。 
 
○第１条では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に

属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、

その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によ

ってかけることができると定めている。 
 



○第４条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国人法

人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件若しくは制限を付けることが

できると定めている。 
 

○大正１５年１１月３日に勅令が定められ、国防上重要な地域における外国人

による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可を得ることを義務付け

ており、伊豆七島、小笠原諸島、対馬、沖縄諸島、南樺太、千島列島など外国

に近い位置にある島々や横須賀、舞鶴、呉、佐世保など帝国海軍鎮守府所在地

が対象となっていた。（戦後、昭和２０年１０月２４日廃止） 
 
○戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたこ

とはない。平成２２年３月２日、参議院議員加藤修一氏の質問主意書への鳩山

内閣答弁では、「土地法改正は考えていない。土地売買等に関し、新たな事前承

認制度の導入等の措置を講ずる特段の必要性があるとは考えていない。」 
 
○平成２２年１０月１５日、参議院予算委員会での菅首相答弁「規制には政令

が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と指

摘し、今後政令を出す必要があるかどうか検討する考えを明らかにした。 
 

【日本以外における立法例】 外国人、外国法人の土地所有 

禁止・・・フィリピン、イラン、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、タイ 
 
制限区域規制・・・アメリカ、ロシア、アルゼンチン、ペルー、トルコ 
 
国の承認要・・・オーストリア 
 
相手国が認めれば可・・・台湾 
 
※中国は土地の私有制度がないため、土地の使用権を購入することになる。（但 
し、細かな条件を満たすことが必要） 
 
 
 
 
 



 
外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書（案） 

 
 近年、全国各地において、外国人や外国法人により水源地域の森林等の土地 
の買収が進んでいる。今後も、世界の水需給のひっ迫などから外国資本等によ 
る買収は一層拡大することが予想される。 
 諸外国では、外国資本等による自国内の土地所有について、地域を限定した 
り、事前許可制とするなどの制限を課している例があるが、我が国においては、 
大正１４年に制定された外国人土地法が実効性を失っており、有効な制限がな 
い状況となっている。 
 このまま外国資本等による土地所有が無制限に拡大していけば、無秩序な伐 
採など水源地域の乱開発による水質の悪化や水資源の枯渇など、良好な自然環 
境の維持や森林の適切な管理、水資源の保全等に重大な影響を及ぼし、日本の 
国益を損なうことが懸念される。 
 よって、本市議会は国に対し、国土保全や水資源確保、ひいては安全保障の 
観点から、外国資本等による森林等の土地の売買や開発行為を規制し、適切な 
管理体制を構築するための法整備を早期に諮るよう強く求めるものである。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 
 平成２４年  月  日 
 
                           亀岡市議会 
 
（提出先） 
内閣総理大臣 
総務大臣 
法務大臣 
外務大臣 
農林水産大臣 
国土交通大臣 
衆議院議長 
参議院議長 
 



議会報告会（１１／２２）で頂いた意見・要望等と回答について

◆総務文教常任委員会

参
考
報
告

調
査

回
答

市民
ホー
ル3

市民が聞きたい、相談したいときにどこの課
に行ったらいいのか、行政の組織がわかり
づらい。例えばバス交通の担当が変更に
なったが、あちこち変わると混乱する。

一般市民に分かりやすいような方法を検討
するように理事者へ申し入れる。

吉川
6

公社問題の原因はそもそも何か。結果は。
また塩漬けになっているのか、負債が残っ
たのか。

銀行からの貸金返済要求がことの発端であ
る。最終的には、医療法人に売却したので、
公社保有地ではなくなった。損金約1.7億円
は銀行の負担になった。

吉川
9

ガレリアについて。活気がない。民間に貸し
て活用できないのか。民間のアイディアを借
りることも大切である。

コンベンションビューローには知恵を借りて
いる。直売所もできている。しかし、使い方を
もっと検討していかなければならない認識は
共通している。

吉川
10

地方からガレリアに来られる方も多いが、夕
方6時になると食事をする場所がない。近く
のファミレスに行く人もいるし、スーパーで弁
当を買う人もいる。もう少し遅くまで開けられ
ないのか。

ご意見はお伝えする。

吉川
11
加塚交差点の建物には、市の分室との看板
があったが、どうなっているのか。

圃場整備の際の国の事務所として貸し出す
予定になっている。

東本
梅1

東本梅町は、世帯・人口が少なく、高齢化が
進み、若者は都会に出てしまい、小学生の
遊んでいる姿もあまりみかけない。その中
で、地域を盛り上げるために様々なイベント
等を行いたいが、予算が必要になる。地域
を盛り上げるための予算を考えてもらいた
い。

要望として伺い、議会で検討していきたい。

東本
梅3

公社問題で、市長の給料減額に反対された
議員は、市長の給料減額だけではなく、どう
すれば納得されるのか。

法律に基づいて仕事をするトップの市長が、
虚偽の公文書作成に関わったことを重く受
け止めないまま、監督責任として給料減額
することで、この問題を終えてしまうのはどう
か、このような問題が二度と起こらないよう、
十分に問題を受け止めるべきでとあると考
えた。

東本
梅4

公社問題の発端となった両公社を兼任する
元理事者への処分は。

処分はされていない。特別委員会としては、
「告発義務がある」と指摘したが、市長の判
断により告発はされなかった。市長が自らの
給料減額により全責任を負ったものである。

（裏面に続く）

会場 意見・要望などの概要 当日回答内容

対応



◆総務文教常任委員会（続き）

参
考
報
告

調
査

回
答

東本
梅8

部課長級の職員は生ぬるくなってきている
のではないか。市の職員を見ていたら緊張
感がないように感じるところがある。

コンプライアンス推進本部が設置された。議
会も、指摘として市長側に申し入れを考えて
いきたい。

吉川
1
公社問題は納得ができない。議会として何
をされたのか。徹底究明すべきでは。

8ヶ月の間、充分調査した。結果は先の報告
の通り。執行権の問題もあり、この先は市民
の皆さんの判断となる。

吉川
5
大型スポーツ施設の誘致について、どのよ
うな対応をされているのか。

議会では賛否両論がある。混雑、洪水、用
地借地料を懸念する反対意見、起爆剤にな
るという賛成意見など。それぞれの具体的
情報を得て、議会として議論を積み重ねた
い。その上で結論を得たい。

会場 意見・要望などの概要 当日回答内容

対応


